
土石の堆積★がある

公共施設用地で行われる工事である※1

災害の発生のおそれがないと認められる工事である※2

（省令第8条第10号イ～ハを除く）

工事の施行に付随して
行われるものか

高さが２ｍを超えるものか

土石の堆積を行う土地の面積が
500㎡を超えるものか

《基礎情報》
土石の堆積の標高差（最大値）：（ ｍ）
土石の最大堆積高さ ：（ ｍ）
土石の堆積を行う土地の面積 ：（ ㎡）

★標高差の最大値が30ｃｍを超える場合は
「土石の堆積あり」としてください。

地盤面

高さ（最高値）
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土石の堆積

高さ（最低値）

土石の
最大堆積高さ

規制対象外 □
（手続き不要）

許可等不要 □
（規制対象※４）

当該工事の現場内又は
その近辺に堆積するものか
（省令第8条第10号ハ）

土石の堆積を行う土地の面積が
300㎡を超えないものか
（省令第8条第10号イ）

規則で定める値に該当するか（次の内容をすべて満たすか）
（省令第8条第10号イ）

土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が1ｍを超えない □

土石の堆積をする土地の勾配が1/10（5.7度）以下である □

土石の堆積をする土地の面積が3000㎡を超えない □

宅地造成等工事規制区域内：許可必要 □
特定盛土等規制区域：届出必要 □

ただし次の場合は許可必要 □
高さ＞5ｍかつ面積＞1500㎡

宅地造成等工事規制区域内：許可必要 □
特定盛土等規制区域：届出必要 □

ただし次の場合は許可必要 □
面積＞3000㎡

□いいえ

□はい

□いいえ

□はい

□いいえ

□はい

□該当する

□該当しない

□該当する

□該当しない

□超える

□２ｍ以下

□300㎡以下

□超える

□超える

□500㎡以下

□すべて満たす

□満たさない

参考様式第１７号

盛土規制法に基づく規制行為判定フロー（土石の堆積）
次のフローに従い、手続き要否を確認してください。

（《基礎情報》を記入し、□に✓をつけてください。）

※１：公共施設用地については手引きⅠ編（p.Ⅱ－１２）参照
※２：災害の発生のおそれがないと認められる工事については手引きⅠ編（p.Ⅱ－１２、１３）参照
※３：工事の施行に付随して行われるものについては手引きⅠ編（p.Ⅱ－１３）参照
※４：許可等不要と判断された場合でも、盛土規制法に基づく規制の対象になります。（土地の保全義務など）


